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（ 公 印 省 略 ）  

 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省

略等について（通知） 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３月 28 日新型コロナウイルス感染症

対策本部決定（令和２年５月 14 日変更））においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため

の対策として、事業者における在宅勤務（テレワーク）等、人と人との接触の機会を低減すること等が

求められているところです。これを受け、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）に基づく手続等について

は、感染拡大防止対策が求められる間、以下のように取り扱うこととするようお願いします。 

 貴職におかれましては、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県消防防災主管部長にお

かれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、

この旨周知していただきますようお願いします。 

また、本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づく助言として発出

するものであることを申し添えます。 

 

記 
 
１ 押印の省略について 

消防法令の規定に基づき各消防本部等に対し提出することとされている申請書、届出書等

（以下「申請書等」という。）のうち、消防法令の定める様式において押印を求めるものに

ついては、臨時的措置として、押印がされていない場合であっても、受け付けることができ

ること。この場合において、申請書等の真正性を確認する必要があると認められるときは、

電話等で問い合わせを行うこと。 
なお、消防法令に定める様式の押印については、今後必要な措置又は整理を検討する予定

であること。 
 

殿 



 

２ 電子メール等の活用について 
申請書等については、可能な限り電子メール、電子申請等により受け付けることとし、電

子メール等によることが困難な図面等については郵送等も活用することにより、対面による

手続を極力減らすこと。 
 
３ その他 
  申請書等の提出に限らず、消防法令関係手続においては、対面による対応を減らす工夫を

行うとともに、いわゆる「三つの密」を避けるなど、感染拡大防止対策を徹底すること。 
  また、上記１及び２の取扱いについて、必要に応じ、手続が円滑に行われるよう、事業者

等に対し周知すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

消防庁予防課 

担当：細川、坂場、五味 

TEL: 03-5253-7523 

E-mail: yobo@soumu.go.jp 

消防庁危険物保安室 

担当: 勝本、竹中 

TEL: 03-5253-7524 

E-mail: fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp 


